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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人繊維評価技術協議会

（JTETC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべ

きとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。こ

れによって，JIS L 1030-2:2012 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS L 1030（繊維製品の混用率試験方法）の第 2 部の規格群は，次に示す部で構成する。 

JIS L 1030-2-1 第 2-1 部：繊維混用率－通則 

JIS L 1030-2-2 第 2-2 部：繊維混用率－解じょ試験 

JIS L 1030-2-3 第 2-3 部：繊維混用率－溶解試験 

JIS L 1030-2-4 第 2-4 部：繊維混用率－窒素成分分析試験 

JIS L 1030-2-5 第 2-5 部：繊維混用率－3 種類の繊維の個別溶解試験 

JIS L 1030-2-6 第 2-6 部：繊維混用率－顕微鏡試験 
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繊維製品の混用率試験方法－ 

第 2-1 部：繊維混用率－通則 
Testing methods for quantitative analysis of fibre mixtures- 

Part 2-1: General principles of testing 

 

1 適用範囲 

この規格は，繊維製品中に混用されている 1 種類以上の繊維の混用率を求める試験方法として，JIS L 

1030 の第 2-2 部：解じょ試験，第 2-3 部：溶解試験，第 2-4 部：窒素成分分析試験，第 2-5 部：3 種類の繊

維の個別溶解試験，及び第 2-6 部：顕微鏡試験の共通事項について規定する。この規格の利用者は，第 2-

2 部～第 2-6 部に規定するいずれか一つ，又は複数の試験方法を組み合わせて試験を行う。これらの規格

を適用する前に繊維製品中に混用されている繊維の全てを鑑別する必要がある。 

警告 この規格群は，事前に適切な注意が払われない場合，健康を害するおそれのある物質 1) 及び／又

は方法を規定しており，技術的に適切・妥当であることだけに言及するものである。この規格群

を使用する者に対して，健康及び安全に関する法的な義務をいかなる場合においても免責するも

のではない。この規格群は，薬品の取扱いの資格及び／又は知識・経験のある者が操作すること

を想定している。 

注 1) 健康を害するおそれのある物質については，化学物質などの安全データシート（SDS）に

詳しい情報が記載されている。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 8593 石油エーテル（試薬） 

JIS L 0105 繊維製品の物理試験方法通則 

JIS L 0208 繊維用語－試験部門 

JIS L 1030-1 繊維製品の混用率試験方法－第 1 部：繊維鑑別 

JIS L 1030-2-2 繊維製品の混用率試験方法－第 2-2 部：繊維混用率－解じょ試験 

JIS L 1030-2-3 繊維製品の混用率試験方法－第 2-3 部：繊維混用率－溶解試験 

JIS L 1030-2-4 繊維製品の混用率試験方法－第 2-4 部：繊維混用率－窒素成分分析試験 

JIS L 1030-2-5 繊維製品の混用率試験方法－第 2-5 部：繊維混用率－3 種類の繊維の個別溶解試験 

JIS L 1030-2-6 繊維製品の混用率試験方法－第 2-6 部：繊維混用率－顕微鏡試験 


